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設置する暖房設備機器又は放熱器の種類に応じた暖房方式及び運転方法の決定方法 

並びに評価上想定される暖房設備機器又は放熱器の種類 

1 設置する暖房設備機器又は放熱器の種類に応じた暖房方式及び運転方法の決定方法 

当該住戸に 1 以上のダクト式セントラル空調機を導入する場合の運転方法は「住戸全体を連続的に暖房す

る方式」とし、ダクト式セントラル空調機により暖房設備のエネルギー消費量を計算することとする。 

上記に該当しない場合の運転方法は「居室のみを暖房する方式」とする。 

「居室のみを暖房する方式」の場合の主たる居室及びその他の居室における運転方法は表 1(a)または(b)に

よる。 

表 1(a) 主たる居室及びその他の居室の運転方法（その他の居室がある場合） 

（上段：主たる居室の運転方法 下段：その他の居室の運転方法） 
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表 1(b) 主たる居室の運転方法（その他の居室がない場合） 

 運転方法 
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機
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電気蓄熱暖房器 連続 

パネルラジエーター 連続 

温水床暖房 
1～2 地域 連続 

3～7 地域 間歇 

ファンコンベクター 間歇 

ルームエアコンディショナー 間歇 

FF 暖房機 間歇 

電気ヒーター床暖房 間歇 

ルームエアコンディショナー付 

温水床暖房 
間歇 

2 複数の暖房設備機器等が設置される場合の評価上想定される暖房設備機器等の種類 

主たる居室に複数の暖房設備機器等が設置される場合、表 2 の（い）欄「評価の優先順位」の高い暖房設備

機器等により評価することとする。 

その他の居室に複数の暖房設備機器等が設置される場合も同様に、表 2 の（い）欄「評価の優先順位」の高

い暖房設備機器等により評価することとする。 

表 2 暖房設備機器等の評価の順位 

（い）評価の優先順位 （ろ）暖房設備機器等 

1 電気蓄熱暖房器 

2 電気ヒーター床暖房 

3 ファンコンベクター 

4 ルームエアコンディショナー付温水床暖房 

5 温水床暖房 

6 FF 暖房機 

7 パネルラジエーター 

8 ルームエアコンディショナー 

 

主たる居室若しくはその他の居室に、又はその両方に、温水床暖房、ファンコンベクター又はパネルラジエ

ーターが設置される場合において、複数の温水暖房用熱源機が設置される場合で、複数の温水暖房用熱源

機のうち 1 以上のコージェネレーション設備を含み、かつ、コージェネレーション設備の設置の有無が「設置す

る」である場合にコージェネレーション設備により評価することとし、それ以外の場合で 1 以上の給湯温水暖房

機を含む場合は、表 3 の（い）欄の評価の優先順位の高い給湯温水暖房機により評価することとし、いずれに

も当てはまらない場合は表 4 の（い）欄の評価の優先順位の高い温水暖房機により評価することとする。 
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表 3 給湯温水暖房機の評価の順位 

（い）評価の優先順位 （ろ）温水暖房用熱源機の種類 

1 電気ヒーター給湯温水暖房機 

2 石油従来型給湯温水暖房機 

3 ガス従来型給湯温水暖房機 

4 
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機 

（給湯熱源：ガス瞬間式、暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用） 

5 石油潜熱回収型給湯温水暖房機、 

6 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 

7 
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機 

（給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用、暖房熱源：ガス瞬間式） 

8 
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機 

（給湯熱源：ヒートポンプ・ガス瞬間式併用、暖房熱源：ヒートポンプ・ガス瞬間式併用） 

表 4 温水暖房用熱源機の評価の順位 

（い）評価の優先順位 （ろ）温水暖房用熱源機の種類 

1 電気ヒーター温水暖房機 

2 石油従来型温水暖房機 

3 ガス従来型温水暖房機 

4 ガス潜熱回収型温水暖房機 

5 石油潜熱回収型温水暖房機 

6 地中熱ヒートポンプ温水暖房機 

7 電気ヒートポンプ温水暖房機 

3 暖房設備機器等が設置されない場合の評価上想定される暖房設備機器等の種類 

主たる居室若しくはその他の居室に暖房設備機器等を設置しない場合又は表 1 に掲げる暖房設備機器等

以外の暖房設備機器等を設置する場合は、地域の区分に応じて表 5 に示す暖房設備機器等が設置されるも

のとして評価する。その際、パネルラジエーターが想定された場合（1 地域及び 2 地域）の配管の断熱措置に

ついては「断熱被覆のないもの」とし、温水暖房用熱源機については石油温水暖房機で、定格能力効率を

0.830(83.0%)として評価する。また、FF 暖房機が想定された場合（3 地域及び 4 地域）の FF 暖房機の定格能

力におけるエネルギー消費効率は0.860(86.0%)とする。ルームエアコンディショナーが想定された場合（5～7

地域）のルームエアコンディショナーのエネルギー消費効率の区分は区分（ろ）とする。 

表.5 主たる居室若しくはその他の居室に暖房設備機器等を設置しない場合又は表 1 に掲げる 

暖房設備機器等以外の暖房設備機器等を設置する場合の評価において想定する暖房設備機器等 

地域の区分 
評価において想定される暖房設備機器等 

主たる居室 その他の居室 

1 パネルラジエーター パネルラジエーター 

2 パネルラジエーター パネルラジエーター 

3 ＦＦ暖房機 ＦＦ暖房機 

4 ＦＦ暖房機 ＦＦ暖房機 

5 ルームエアコンディショナー ルームエアコンディショナー 

6 ルームエアコンディショナー ルームエアコンディショナー 

7 ルームエアコンディショナー ルームエアコンディショナー 

 

また、主たる居室若しくはその他の居室又はその両方に、温水床暖房、ファンコンベクター又はパネルラジ

エーターが設置された場合において、配管を設置しない場合においては、配管の断熱措置を「断熱被覆のな
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いもの」として評価し、温水暖房用熱源機を設置しない場合又はその他の温水暖房用熱源機を設置する場合

においては、表 A.6 に示す温水暖房用熱源機が設置されたものとして評価する。その場合の定格効率として、

石油従来型温水暖房機の場合は0.830(83.0%)、ガス従来型温水暖房機の場合は0.825(82.5％)で評価する。 

表 A.6 温水暖房用熱源機を設置しない又はその他の温水暖房用熱源機を 

設置する場合の評価において想定する温水暖房用熱源機 

地域の区分 評価において想定される温水暖房用熱源機 

1 石油従来型温水暖房機 

2 石油従来型温水暖房機 

3 石油従来型温水暖房機 

4 石油従来型温水暖房機 

5 ガス従来型温水暖房機 

6 ガス従来型温水暖房機 

7 ガス従来型温水暖房機 

 


